
事業実施状況等調書について
（部分払）

～令和５年度からの変更箇所・具体的な記載例～
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１.部分払とは…
「同一の貸付予定額通知」をした事業について、事業の進捗
状況（出来高）に応じて、複数回にわたって貸付けること。

 イメージ（部分払３回の例）

決算 繰越

貸付予定額
通知

（Ａ,Ｂ,Ｃ事業
が含まれる）

（令和６年度資金）

A 事業完成

+
Ｂ事業（出来高）
部分払１回目

Ｂ事業完成
（残り部分）
部分払２回目

Ｃ事業完成
部分払３回目

令和６年８月 令和７年５月

令和７年１２月

令和８年３月

Ａ事業は年度内完成
Ｂ事業は一部を翌年度へ繰越
Ｃ事業は全額繰越
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２.事業実施状況等調書（部分払）の作成単位
部分払時（１回目、２回目、３回目・・・）に提出する事業実施状況

等調書の作成単位を以下のとおり変更する。

これまで

 部分払の各回（１回目、２回目、３
回目・・・）は、同一の貸付予定額
通知に含まれる全事業の事業実施状
況等調書を作成

 

 かつ、各回において、全事業の合計
の総括表を作成

今後（令和７年１月受付以降）

 部分払の各回（１回目、２回目、３
回目・・・）は、該当事業のみ事業
実施状況等調書を作成

 かつ、該当事業の合計の総括表を作
成

※今後のイメージは次ページを参照
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 変更後のイメージ（部分払３回の例）

決算 繰越

貸付予定額
通知

（A,B,C事業が含
まれる）

（令和6年度資金）

Ａ事業完成

+
Ｂ事業（出来高）
部分払１回目

Ｂ事業完成
（残り部分）
部分払２回目

Ｃ事業完成
部分払３回目

令和６年８月 令和７年５月

令和７年１２月

令和８年３月

Ａ事業は年度内完成
Ｂ事業は一部を翌年度へ繰越
Ｃ事業は全額繰越

事業実施状況等調書
ＡとＢを作成
（+総括表）

事業実施状況等調書
Ｂのみ作成
（総括表不要）

事業実施状況等調書
Ｃのみ作成

（総括表不要）
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【補足】
「起債対象外事業費等に関する確認調書」も、該当事業分のみ作成
（詳細は例示１７・Ｐ２５を参照のこと）



３.事業実施状況等調書（部分払）の記載例
 資金年度内に１回、繰越後に１回の部分払を行う場合

２回目

決算額：１回目の事業費
繰越額：２回目の事業費

各月の支出状況・収入状況を記入

１回目
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